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証券コード7094
2025年６月６日

（電子提供措置の開始日2025年５月30日）

株 主 各 位
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
恵比寿ガーデンプレイスタワー10階
株式会社NexTone
代表取締役CEO 阿南 雅浩

第25期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事項を
掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお
願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://www.nex-tone.co.jp/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記東証ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、
「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットにより事前に議決権を行使いただけま

すので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、４〜５頁の
「議決権行使に関するご案内」に従って、2025年６月24日（火曜日）午後６時までに議決権を
行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2025年６月25日（水曜日）午後２時30分

（受付開始時間は午後２時00分を予定しております。）
２．場 所 東京都目黒区三田一丁目13番２号

恵比寿ガーデンプレイス内 ザ・ガーデンルーム
※ご出席の株主様向けのお土産のご用意はございません。予めご了承のほど、よろし
くお願い申し上げます。

３．目的事項
報告事項 １．第25期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び連

結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２．第25期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容
報告の件

決議事項
議 案 取締役８名選任の件

４．その他招集にあたっての決定事項
(1)議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

(2)書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行
使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

(3)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使として
お取り扱いいたします。

以 上
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◇ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

◇ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東
証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◇ 株主総会当日までに本総会の運営に変更が生じる可能性がございます。上記当社ウェブサイ
トより、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

◇ 書面交付請求されていない株主様には、本招集ご通知のみご送付しております。
◇ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、

次の事項を記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書
類を監査しております。
① 会社の新株予約権等に関する事項
② 会計監査人に関する事項
③ 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況に関する事項
④ 連結株主資本等変動計算書
⑤ 株主資本等変動計算書
⑥ 連結計算書類の連結注記表
⑦ 計算書類の個別注記表

なお、ご送付している書面の頁番号、項番、参照頁の記載は電子提供措置事項と同一となっ
ておりますので、ご了承ください。
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議決権行使に関するご案内

書面により議決権を行使される方へ
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。議決権行使書面におい
て、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせてい
ただきます。

2025年６月24日（火曜日）午後６時到着分まで有効

インターネットにより議決権を行使される方へ
議決権行使サイトにアクセスしてご行使ください。（次頁をご参照ください）

2025年６月24日（火曜日）午後６時受付分まで有効

1. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使と
してお取り扱いいたします。

2. インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたし
ます。

当日出席される方へ
同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
株主総会日時

2025年６月25日（水曜日）午後2時30分
（当日受付は午後2時より開始予定です）

昨年と開始時間が異なりますのでご留意ください。

お土産のご用意はございません。

予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
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インターネットにより議決権を行使される際は、次の事項をご確認のうえ、パソコン、スマートフォン又はタブ
レットから、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従って行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。

QRコードを読み取る方法 ログインID・パスワードを入力する方法

❶ 議決権行使書用紙右下に記載のQRコード
を読み取ってください。

❶ 議決権行使サイトへアクセス
https://evote.tr.mufg.jp/

❷ 画面の案内に従い、議案の
賛否をご入力ください。

見本

❷ ログイン

議決権行使サイトにおいて、議決権行使書用紙に記載され
た「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、
画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。

※QRコードは㈱デンソーウ
ェーブの登録商標です。

ご注意事項

● 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や
議決権行使内容の改ざんを防止するため、「仮パスワード」
は議決権行使サイト上で任意のパスワードへの変更が可能で
す。

● 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワー
ド」をご通知いたします。

● インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信
料等）は、株主様のご負担となります。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（午前9時〜午後9時、通話料無料）

システム等に関するお問い合わせ

以上
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議案及び参考事項

議 案 取締役８名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経

営陣の多様化とコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を１名増員
し、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位 取締役会への出席状況

１ 再 任
あ な ん まさひろ

阿南 雅浩 代表取締役CEO 100％（13回／13回）

２ 再 任
あらかわ ゆ う じ

荒川 祐二 代表取締役COO 100％（13回／13回）

３ 再 任
わたなべ ふみひろ

渡邊 史弘 取締役 100％（13回／13回）

４ 新 任
あ だ ち だいすけ

足立 大輔 執行役員 −％（−回／−回）

５ 再 任
あ べ ゆ う こ

阿部 優子 社外取締役
独立役員 社外取締役 100％（13回／13回）

６ 再 任
こ さ か じゅんき

小坂 準記 社外取締役
独立役員 社外取締役 100％（13回／13回）

７ 新 任
お ぎ あ つ こ

尾木 敦子 社外取締役
独立役員 − −％（−／−回）

８ 新 任
た む ら ゆ う

田村 優 社外取締役
独立役員 − −％（−回／−回）

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議
があったものとみなす書面決議が１回ありました。
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候補者
番 号 １ あ な ん ま さ ひ ろ

阿南 雅浩 再任

生年月日 1962年９月１日

取締役在任期間 ９年

取締役会への出席状況 100％（13回／13回）

所有する当社株式数 75,524株

略歴、地位及び担当
1986年 ４月 株式会社シービーエス・ソニーグループ

（現:株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（以下「ＳＭＥ」））入社
2002年 ２月 同社 契約グループ契約部長
2004年 ６月 同社 コーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー 兼 契約グループ契約部長
2005年 ４月 株式会社ミュージックレイン 代表取締役 兼

ＳＭＥ コーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー 兼
ＳＭＥ 契約グループ契約部長

2006年 ６月 株式会社ミュージック・オン・ティーヴィ（現:株式会社ソニー・ミュージックソリューション
ズ）取締役

2007年 ９月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（現:エイベックス株式会社） 執行役員
2014年 ６月 エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 代表取締役社長
2015年 ３月 株式会社イーライセンス（現:当社） 取締役
2015年10月 同社 代表取締役社長
2016年 ２月 当社 代表取締役CEO（現任）
2018年 １月 当社 コンプライアンス担当（現任）
2021年 ６月 当社 報酬委員会委員（2022年11月まで）

重要な兼職の状況
−

取締役候補者とした理由
2016年２月の当社発足以前から、当社の主要事業である音楽著作権管理に関する業務に携わっており、当該事
業及び音楽業界に関する豊富な経験と知識を有しております。当社代表取締役就任以来、当社の経営方針や事業
戦略の決定及びその遂行において重要な役割を担っており、当社の更なる発展と企業価値向上のために、引き続
き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ２ あ ら か わ ゆ う じ

荒川 祐二 再任

生年月日 1965年４月14日

取締役在任期間 ９年

取締役会への出席状況 100％（13回／13回）

所有する当社株式数 81,896株

略歴、地位及び担当
1992年 ６月 株式会社電通コーテック（現:株式会社電通プロモーションプラス）入社
1995年 ４月 株式会社プロマックス 取締役
2000年12月 株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス 代表取締役
2003年 ８月 株式会社ＪＲＣホールディングス 代表取締役
2010年10月 株式会社ＪＲＣアカウンティング 代表取締役
2016年 ２月 当社 代表取締役COO（現任）
2017年 ６月 株式会社NexToneシステムズ 取締役（現任）
2020年 ４月 著作権管理本部（現:著作権事業本部）管掌（現任）

重要な兼職の状況
株式会社NexToneシステムズ 取締役

取締役候補者とした理由
2016年２月の当社発足以前から、当社の主要事業である音楽著作権管理に関する業務に携わっており、当該事
業及び音楽業界に関する豊富な経験と知識を有しております。当社代表取締役就任以来、当社の事業戦略の決定
及びその遂行において重要な役割を担っており、当社の更なる発展と企業価値向上のために、引き続き取締役候
補者といたしました。
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候補者
番 号 ３ わた なべ ふみ ひろ

渡邊 史弘 再任

生年月日 1960年５月14日

取締役在任期間 ３年

取締役会への出席状況 100％（13回／13回）

所有する当社株式数 2,673株

略歴、地位及び担当
1984年 ４月 東邦生命保険相互会社 入社
2000年 ４月 科研製薬株式会社 入社
2007年 ４月 同社 経理部長
2013年 ４月 同社 総務部長
2013年 ７月 同社 執行役員 総務部長
2016年 ６月 同社 取締役
2021年 ６月 同社 取締役 退任
2022年 ６月 当社 取締役 コーポレートサービス本部管掌 兼 経営管理本部管掌（現任）
2022年11月 当社 報酬委員会委員（現任）
2025年 ６月 株式会社レコチョク 取締役（2025年6月就任予定）

重要な兼職の状況
株式会社レコチョク 取締役（2025年6月就任予定）

取締役候補者とした理由
科研製薬株式会社において要職を歴任し、管理部門をはじめとする幅広い業務経験と、経営者としての豊富な経
験及び高い知見を有しております。当社取締役就任以来、コーポレートサービス本部及び経営管理本部を統括
し、当社グループの経営管理体制の強化において重要な役割を担っており、当社の更なる発展と企業価値向上の
ために、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ４ あ だち だい すけ

足立 大輔 新任

生年月日 1974年12月２日

取締役在任期間 −年

取締役会への出席状況 −％（−回／−回）

所有する当社株式数 20,400株

略歴、地位及び担当
1997年 ４月 株式会社あさひ銀行（現:株式会社りそな銀行） 入行
2005年10月 株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス（現:当社） 入社
2007年 ４月 同社 執行役員
2016年 ２月 当社 執行役員 JRC事業本部 著作権管理部長
2017年 ４月 当社 執行役員 営業本部 営業部長
2017年 ６月 株式会社エムシージェイピー 取締役（現任）
2020年 ４月 当社 執行役員 営業本部長
2022年 4 月 当社 執行役員 著作権管理本部（現:著作権事業本部）本部長（現任）
2023年 ９月 株式会社レコチョク 取締役（2025年6月退任予定）
2024年 ６月 一般社団法人日本音楽出版社協会 監事（現任）
2025年 ６月 株式会社エムシージェイピー 代表取締役（2025年6月就任予定）

重要な兼職の状況
株式会社レコチョク 取締役（2025年6月退任予定）
株式会社エムシージェイピー 代表取締役（2025年6月就任予定）

取締役候補者とした理由
音楽著作権管理事業に精通しており、当社の執行役員及び当社の連結子会社である株式会社エムシージェイピー
及び株式会社レコチョクの取締役として豊富な経験と実績を有しており、その職務経験や知見を当社の経営に活
かしていくことが期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ５ あ べ ゆう こ

阿部 優子 再任 社外取締役 独立役員

生年月日 1961年９月２日

社外取締役在任期間 ４年

取締役会への出席状況 100％（13回／13回）

所有する当社株式数 −株

略歴、地位及び担当
1985年 ４月 衆議院事務局 入局
2002年 ８月 厚生労働省 出向

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課調査官
2004年 ９月 衆議院事務局 出向戻り

庶務部人事課企画室長
2005年 ９月 庶務部人事課長
2008年 １月 委員部議院運営課長
2008年 7 月 委員部副部長
2009年 ８月 憲法審査会事務局次長
2010年 ７月 記録部長
2012年10月 議事部長
2013年 ７月 憲法審査会事務局長
2016年 １月 委員部長
2016年 ７月 事務次長
2019年 １月 調査局長
2020年 ２月 衆議院事務局 退職
2021年 ６月 当社 社外取締役（現任）、当社 報酬委員会委員
2021年 ９月 当社 報酬委員会委員長（現任）

重要な兼職の状況
−

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
衆議院事務局において調査局長、事務次長等の要職を歴任され、また、厚生労働省において労働政策の策定及び
実施に携わるなど、幅広い経験と知識を有しており、その知見を社外取締役として、当社の経営に関する重要事
項の決定及び監督に活かしていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営
に直接関与した経験はありませんが、前記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断
しております。
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候補者
番 号 ６ こ さか じゅん き

小坂 準記 再任 社外取締役 独立役員

生年月日 1981年９月30日

社外取締役在任期間 ３年

取締役会への出席状況 100％（13回／13回）

所有する当社株式数 −株

略歴、地位及び担当
2007年11月 最高裁判所司法研修所 入所
2008年12月 東京弁護士会 登録
2009年 １月 ＴＭＩ総合法律事務所 勤務
2012年 ７月 文化庁長官官房著作権課（著作権調査官）勤務
2015年 １月 ＴＭＩ総合法律事務所 復帰
2016年 ８月 ミュンヘンのマックス・プランク・イノベーション・コンペティション研究所（客員研究員）

就任（2018年３月まで）
2017年10月 ミュンヘンのアーキス法律事務所 勤務
2018年 １月 ミュンヘンのテイラー・ヴェッシング法律事務所 勤務
2018年 ２月 マドリードのスペインサッカーリーグ ラリーガ 勤務
2018年 ２月 ミュンヘンのブーマー・ブーマー法律事務所 勤務
2018年 ３月 パリのアルタナ法律事務所 勤務
2018年 ４月 ニューヨークのKodansha USA, Inc. 研修
2018年 ７月 ＴＭＩ総合法律事務所 復帰
2020年 １月 同事務所 パートナー（現任）
2022年 ４月 中央大学ビジネススクール客員講師（知財戦略担当）就任（現任）
2022年 ６月 当社 社外取締役（現任）

当社 コンプライアンス委員会委員（現任）
2023年 ６月 当社報酬委員会委員（現任）

公益財団法人日本バドミントン協会理事（現任）

重要な兼職の状況
弁護士
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、情報・通信・メディア・IT・エンタテインメント・スポーツ
領域や著作権をはじめとする知的財産権に関する国内外での豊富な経験と高度な知識を有していることから、そ
の知見を社外取締役として、当社の経営に関する重要事項の決定及び監督に活かしていただくため、引き続き社
外取締役候補者といたしました。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、前記の理由により
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号 ７ お ぎ あつ こ

尾木 敦子 新任 社外取締役 独立役員

生年月日 1971年１月22日

社外取締役在任期間 −年

取締役会への出席状況 −％（−回／−回）

所有する当社株式数 −株

略歴、地位及び担当
1993年 ４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 入社
2010年 ４月 株式会社ルーツ音楽出版 取締役（現任）
2012年 8 月 株式会社アラベスク（現:株式会社プロダクション尾木） 取締役

株式会社プロダクション尾木 取締役（現任）
2015年 ６月 一般社団法人音楽事業者協会 理事（現任）
2019年 ５月 株式会社ログイン 代表取締役（現任）
2023年10月 株式会社KJ MANA ENTERTAINMENT 取締役副社長（現任）

重要な兼職の状況
株式会社ログイン 代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
音楽業界において企業経営経験を有するほか、複数社で要職を歴任し、また、音楽業界団体の理事としても豊富
な経験を有しており、その知見や職務経験を当社の経営や音楽業界との更なるパートナーシップ構築に活かして
いくことが期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ８ た むら ゆう

田村 優 新任 社外取締役 独立役員

生年月日 1980年３月28日

社外取締役在任期間 −年

取締役会への出席状況 −％（−回／−回）

所有する当社株式数 −株

略歴、地位及び担当
2004年 ６月 株式会社インクストゥエンター 代表取締役社長（現任）
2006年11月 株式会社イクシーミュージック 代表取締役
2012年 ４月 日本ダンスミュージック連盟 理事（現任）
2018年10月 株式会社Kunnel 代表取締役（現任）
2019年 ６月 一般社団法人日本音楽制作者連盟 理事
2021年 ６月 一般社団法人Independent Music Coalition Japan 理事（現任）
2021年 ９月 一般社団法人日本ネットクリエイター協会 理事（現任）
2023年 ６月 一般社団法人日本音楽制作者連盟 常務理事（現任）
2025年 １月 株式会社イクシーミュージック 取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社インクストゥエンター 代表取締役社長
株式会社Kunnel 代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
音楽業界において長年の企業経営経験を有しているほか、複数の音楽業界団体の理事としても豊富な経験を有し
ており、その知見や職務経験を当社の経営や音楽業界との更なるパートナーシップ構築に活かしていくことが期
待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者のうち、阿部優子氏、小坂準記氏、尾木敦子氏及び田村優氏は社外取締役候補者であり

ます。
３．阿部優子氏及び小坂準記氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、両氏の

再任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、尾木敦子氏及び田村
優氏の選任をご承認いただいた場合、当社は両氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として
同取引所に届け出る予定であります。

４．当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償
責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。当社は、阿部優子氏及び小坂準記氏と
の間で当該契約を締結しており、両氏の再任をご承認いただいた場合、両氏との当該契約を継続する
予定であります。また、尾木敦子氏及び田村優氏の選任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間
に新たに当該契約を締結する予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。
全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、被保険者の全て
の保険料は当社が全額負担いたします。なお、次回更新時には同内容の更新を行う予定であります。

以 上
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（ご参考）当社役員のスキルマトリックス（専門性と経験）
本定時株主総会終了後の取締役会の構成（予定）及び各役員の主なスキルは以下のとおりです。

氏名・地位 企業経営
音楽業界/
音楽著作権
の知見

事業戦略/
営業 財務/会計

法務/コン
プライアン

ス
グローバル

IT/DX/情
報セキュリ
ティ

人材戦略

阿南雅浩 代表取締役CEO ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
荒川祐二 代表取締役COO ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
渡邊史弘 常務取締役 ♪ ♪ ♪ ♪
足立大輔 取締役 ♪ ♪
阿部優子 取締役（社外） ♪ ♪
小坂準記 取締役（社外） ♪ ♪ ♪
尾木敦子 取締役（社外） ♪ ♪
田村優 取締役（社外） ♪ ♪
渡辺和敏 常勤監査役 ♪ ♪ ♪
小林伸之 監査役（社外） ♪ ♪ ♪
大嶋敏史 監査役（社外） ♪ ♪ ♪
伊藤圭介 執行役員 ♪ ♪
猪熊宏志 執行役員 ♪ ♪ ♪ ♪
桃枝宏之 執行役員 ♪ ♪ ♪
（注）上記は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域や特に期待するスキルを記載しており、

有する全ての知見を表すものではありません。また、各項目については、当社の事業特性や事業環境の変
化に応じて適宜見直しを行って参ります。
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１ 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当社グループが事業を展開する音楽関連市場は、一般社団法人日本レコード協会の調べに
よりますと、音楽ソフト（音楽ビデオ含む）の生産金額は前年同期比93％（2024年１月〜
12月）と音楽ビデオが低調だったことにより減少した一方、有料音楽配信売上金額は前年同
期比106％（2024年１月〜12月）と、堅調に推移しております。音楽配信売上の内訳をみ
ると、ダウンロードは縮小傾向にあるもののサブスクリプション型や広告収入型の音楽配信
サービス等のストリーミング配信市場が引き続き拡大しております。
このような状況の中、当社グループは中期業績計画の達成に向け、著作権管理事業、デジ
タルコンテンツディストリビューション事業、音楽配信事業を中心に、以下のような取組を
行ってまいりました。
・公平・公正かつ透明性の高い著作権使用料の徴収・分配
・著作物利用に対する迅速かつ柔軟な対応
・海外徴収の精度向上
・演奏権の取扱高増加
・DX推進による業務効率化
・経営効率化のための子会社における不採算サービスの解消を含む事業構成見直し
・各事業間シナジーを活かした複合的な提案による管理楽曲数及び取扱原盤数の増加
・楽曲・コンテンツの更なる利用促進
・権利者へのきめ細やかなサービスの提供
これらの取組を通じ、事業基盤となる管理楽曲や取扱原盤を着実に積み上げ、さらに、新
規事業の立ち上げにも取り組んでまいりました。

当連結会計年度の当社グループの経営成績につきましては、既存事業が安定的に推移した
ことに加え、前期において第３四半期から連結していたレコチョクグループの損益計算書
を、今期は通期で連結したことにより、売上高が大幅に増加いたしました。利益面では、レ
コチョクグループにおける成長分野や新規事業への先行投資を継続しつつも、既存事業の増
収に伴い増益となりました。

2025年05月23日 01時53分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

18

以上の結果、売上高は19,412百万円（前年同期比144.5％）、営業利益は1,005百万円
（前年同期比154.9％）、経常利益は1,028百万円（前年同期比157.4％）、親会社株主に帰属
する当期純利益は692百万円（前年同期比130.3％）と増収増益となりました。
なお、当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、
前連結会計年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させており
ます。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
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① 著作権管理事業
楽曲の著作権に関わる２つの事業、当社の基幹事業である音楽著作権管理事業と、子会社
の株式会社エムシージェイピーで展開している音楽出版事業を「著作権管理事業」として設
定しております。著作権者からの委託を受け、音楽著作物の利用の許諾と音楽著作権使用料
の徴収・分配を行うほか、音楽出版社に向けた業務代行サービス等を提供しております。
音楽著作物の利用時期と当社著作権管理事業の売上計上時期にはおおよそ１〜２四半期の
タイムラグが生じるため、当連結会計年度の音楽著作権使用料の対象となる利用時期は主に
2023年10月〜2024年12月となります。

（計上時期と利用時期のイメージ）

利用区分
利用時期

第１四半期計上 第２四半期計上 第３四半期計上 第４四半期計上

録音権 １月〜３月 ４月〜６月 ７月〜９月 10月〜12月

インタラクティブ配信 １月〜３月 ４月〜６月 ７月〜９月 10月〜12月

放送 10月〜12月 １月〜３月 ４月〜６月 ７月〜９月
（注）表中の「利用区分」は主要な区分のみを記載しております。

当該期間のインタラクティブ配信にかかる使用料徴収額はストリーミング音楽配信市場と
動画配信サービス市場の引き続きの拡大により前年同期比117.5％となりました。録音権に
かかる使用料徴収額は、アイドル系楽曲の音楽ソフト等における利用が好調に推移し前年同
期比129.6％となり、放送・有線放送にかかる使用料徴収額は当社管理楽曲の番組利用や管
理楽曲数の順調な増加等により大幅増となり前年同期比124.6％となりました。また、海外
地域における使用料徴収の精度向上と効率化に向け、米国の著作権管理事業者との徴収代行
契約の締結に加え、全世界のYouTube動画視聴における使用料の直接徴収を開始いたしまし
た。
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徴収額全体では前年同期比122.5％となり、当社発足以来９期連続の増加となりました。
当連結会計年度末における当社管理楽曲数及び期中の新規管理楽曲数は以下のとおりです。

（著作権管理事業） 2024年３月期 2025年３月期

管理楽曲数（曲） 526,123 691,490
期中新規楽曲数（曲） 148,028 167,229

以上の結果、売上高は1,524百万円（前年同期比123.3％）、セグメント利益は692百万円
（前年同期比132.2％）となり、増収増益となりました。

また、委託権利者や管理楽曲が順調に増加し、他管理事業者からの移管として2025年４月
から当社が新たに著作権管理を受託する9,871楽曲（うち、新規移管による純増5,738楽曲、
委託範囲拡大4,133楽曲）の移管も実施いたしました。移管楽曲の中には著名アーティスト
の楽曲も数多く含まれております。これらは今後の当社事業基盤の強化につながり、業績の
プラス要因となることが見込まれます。
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② デジタルコンテンツディストリビューション（DD）事業
当社、株式会社レコチョク（以下、「レコチョク」）及び株式会社エッグス（以下、「エッグ
ス」）で行う、国内外の音楽配信プラットフォームに向けた、原盤（音源・映像）供給サー
ビスを「DD事業」として設定しております。
当連結会計年度におけるDD事業は、ストリーミング音楽配信市場と動画配信サービス市
場の伸長を背景に、取扱原盤の増加に加え、当社の強みであるアニメ・ゲーム関連及び
VTuber等のネットクリエイター関連の原盤が日本及び海外で多く使用されたこと等により、
売上高は前年同期比128.1％と大幅増収となりました。一方で、レコチョクにおけるDD業
務のサービス開始の遅延により、システム開発等の投資が継続して発生いたしました。
当連結会計年度末における取扱原盤数及び期中新規原盤数は以下のとおりです。なお、前
期よりレコチョク及びエッグスの取扱原盤数も合算しております。

（DD事業） 2024年３月期 2025年３月期

取扱原盤数（原盤） 1,263,352 1,470,294

期中新規原盤数（原盤） 201,490 206,942

以上の結果、売上高は9,688百万円（前年同期比128.1％）、セグメント利益はレコチョク
におけるシステム開発等の先行投資を吸収し962百万円（前年同期比122.5％）となり、増
収増益となりました。
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③ 音楽配信事業
レコチョクにおける基幹事業である音楽配信（個人向け・法人向け）を「音楽配信事業」
として設定しております。音楽配信（個人向け）は単曲販売のダウンロード及び定額制販売
のストリーミングを提供し、音楽配信（法人向け）は店舗、カラオケボックスや結婚式場向
けの映像・BGM配信サービス等を行っております。
当連結会計年度における音楽配信事業は、個人向け主力サービスである「dヒッツ」のサ
ービス料金を2024年12月より改定したことが奏功し、安定的に推移いたしました。また、
店舗向け映像・BGM配信サービスの契約店舗数拡大や結婚式場向けBGM配信サービスの導
入式場数拡大等にも取り組みました。
以上の結果、売上高は7,585百万円（前年同期比190.7％）、セグメント利益は1,337百万
円（前年同期比236.6％）となり、前期においてはレコチョクグループの損益計算書を第３
四半期から連結していたため、当期との連結期間の相違による影響により、前年同期比で大
幅な増収増益となりました。

④ その他
上記「著作権管理事業」、「デジタルコンテンツディストリビューション（DD）事業」、「音
楽配信事業」に含まれない各種の事業を「その他」としております。
「その他」に含まれる事業といたしましては、キャスティング事業、当社子会社である株
式会社NexToneシステムズにおけるシステム開発・保守運用事業、レコチョクにおけるレ
コード会社・音楽プロダクション向けソリューション事業、及びエッグスにおけるインディ
ーズアーティスト向け活動支援のエージェント事業等となります。
当連結会計年度では、キャスティング事業において、人気グループのコンサートや人気ミ
ュージカルのライブビューイング等を実施いたしました。
また、レコチョクのソリューション事業において、音楽業界向けのシステム受託開発等へ
の投資を行いました。
一方で、ソリューション事業における既存サービスの拡大やエッグスのエージェント事業
における新規サービス開始が計画より遅延いたしました。
以上の結果、売上高は1,497百万円（前年同期比114.5％）と増収となりましたが、サー
ビス遅延の影響により、セグメント損失は425百万円（前年同期は80百万円の損失）となり
ました。
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度中の設備投資は、総額で987百万円であり、その主なものは、オフィス移

転に伴う固定資産の取得250百万円、各事業で使用するシステムに係る費用等737百万円で
あります。なお、当社の連結子会社である株式会社レコチョクにおいて、オフィス近隣再開
発による補償金にて取得した有形固定資産の圧縮記帳額92百万円を控除する前の金額であ
ります。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

（3）財産及び損益の状況の推移

区 分 第22期 第23期 第24期 第25期
（当連結会計年度）

売 上 高 （百万円） 7,489 8,814 13,433 19,412
経 常 利 益 （百万円） 713 841 653 1,028
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 482 631 531 692
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益 （円） 50.04 65.12 54.68 70.96
総 資 産 （百万円） 6,549 7,821 13,235 14,831
純 資 産 （百万円） 2,919 3,574 5,155 5,715

（注）1．１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき計算しておりま
す。

2．当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に
係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
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（4）対処すべき課題
① 著作権管理事業における精度の高い使用料徴収・分配への取組
当社の基幹事業である著作権管理においては、著作権使用料を適切に徴収し著作権者に安

定的に精度高く分配することが著作権管理事業者の使命であり、最も重要な課題であると認
識しております。
この使命を果たすべく、AIをはじめとする先進技術の導入により、業務の効率化とサービ

ス品質の向上を推進し、これまで培ってきた研究・開発の成果をもとに、システムの実用化
を進めています。
さらに、2021年に開始した海外における著作権管理業務や、2022年から参入した演奏

権（第１区分及び第５区分）の管理業務においては、国内外の関係団体や利用者団体等との
連携を強化し、安定した事業スキームの構築に取り組んでいます。これにより、より精度の
高い使用料の徴収と分配を実現してまいります。

② 事業基盤の継続的な拡大
当社グループの成長のためには、管理楽曲数や取扱原盤数等の事業基盤の継続的な拡大が

重要課題であると認識しております。著作権管理事業やデジタルコンテンツディストリビュ
ーション（DD）事業のみならずビジネスサポート事業など、グループで展開する各事業を
より発展させ、ネットワークを相互に活用し、営業効率を最大化させながら、権利者に対し
て複合的な提案を行い、管理楽曲数や取扱原盤数の増加に取り組んでまいります。

③ 演奏権 第６区分（社交場・カラオケ演奏等）管理への進出
当社設立以来の重要課題である演奏権管理において、2022年４月１日より、カラオケ演

奏等及び社交場における演奏等を除く利用区分（主としてコンサート、映画上映等）に参入
いたしましたが、当社が唯一未参入の区分である残る第６区分への参入を引き続き重要課題
と認識しております。
権利者・利用者団体等のご理解ご協力を得ながら可及的速やかに参入し、著作権エージェ

ントとしてフルラインサービスの提供が可能な体制の構築を目指してまいります。
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(5)上映・BGM等

(6)社交場・
カラオケ演奏等

(1)演奏権等 (2)録音権等 (3)出版権等 (4)貸与権

CDの複製等 歌詞集の印刷
楽譜の印刷等

CDのレンタル

(7)映画への録音

(8)ビデオグラム等への録音

(9)ゲームへの録音

(11)放送・有線放送 テレビ・ラジオでの放送 等

(12)インタラクティブ配信 スマートフォン・パソコンへの配信 等

(13)業務用通信カラオケ カラオケ施設での歌唱のための複製、公衆送信 等

(10)広告目的で行う複製
テレビ・ラジオCMへの複製
インターネットCMへの複製
広告印刷物への歌詞の複製 等

25

【ご参考】著作権管理区分
現在、当社は下図の（６）以外の区分における管理を行っております。
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④ 各種業務及びサービスを支えるシステム整備
当社グループは、ビジネス・プロセスのシステム化による「安定的な業務品質の担保」を

重要課題と認識しております。
AI技術や様々なデータ活用による業務効率化やコスト低減、さらには営業施策としてのシ

ステム活用等、多方面にわたりシステムの観点からのアプローチも継続し、グループ全体の
DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進してまいります。
また、各種の利用実績確認など、これまで以上に膨大なシステムデータの解析・処理が必

要となる業務領域についても、AI等を活用した品質向上施策の更なる精度向上と他業務への
展開を図り、次代に合わせた事業展開を推進してまいります。

⑤ 内部管理体制の強化
当社グループは、内部管理体制の強化を経営上の重要課題の一つとして認識しておりま

す。
グループ各社との連携のもと、内部統制機能の一層の充実とガバナンス体制の確立に努

め、リスク管理の徹底を図ることで、株主の皆様をはじめ各ステークホルダーの皆様との良
好な信頼関係を保ちながら、社会的責任を果たしてまいります。

⑥ 人材確保・育成の強化
当社グループの成長の源泉は人材であり、人材の確保と育成が重要な課題であると認識し

ております。
より人材の流動性が高まっている昨今においては優秀人材のリテンションにも力を入れる

必要性を認識しながら、職場環境の改善やワークライフバランスの実現、ストレス対策等、
従業員の健康や生活スタイルを尊重することによる従業員エンゲージメントの向上施策に取
り組むとともに、多様な人材が集まり活躍することができる人事制度、研修制度の整備と改
善により、継続的な専門人材の育成を行ってまいります。
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（5）主要な事業内容
事業区分 主な事業内容

著作権管理事業
作詞家/作曲家や音楽出版社等の著作権者から管理委託を受け、音楽著作物の利用
許諾、使用料徴収、及び著作権者への使用料分配を行っております。また、子会
社の株式会社エムシージェイピーにおいて音楽出版社向け業務代行サービス等を
行っております。

デジタルコンテンツ
ディストリビューション
（DD)事業

音楽コンテンツ（音源や映像）を国内外の音楽配信サービスへ販売・流通（コン
テンツディストリビューション）する事業を行っております。

音楽配信事業
インターネットを通じて楽曲を配信する事業を行っております。音楽配信（個人
向け）は単曲販売のダウンロード及び定額制販売のストリーミングを提供し、音
楽配信（法人向け）は店舗・カラオケボックス・結婚式場向けの映像・BGM配信
サービス等を行っております。

その他

利用者・権利者の様々なニーズに対応し権利処理を含めたトータルサポートを行
います。音楽ライブ・イベント企画立案や協賛営業、楽曲・映像作品を活用した
利用促進コーディネート、イベント各種へのアーティストブッキング、ライブビ
ューイングや映画作品の配給・宣伝、家庭向けライブ配信コーディネート等を行
うキャスティング事業、子会社の株式会社NexToneシステムズにおけるシステム
開発・保守運用事業、株式会社レコチョクにおけるレコード会社・音楽プロダク
ション向けソリューション事業、及び株式会社エッグスにおけるインディーズア
ーティスト向け活動支援のエージェント事業等を行っております。

（6）主要な事業所
① 当社
本社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 恵比寿ガーデンプレイスタワー10階

② 子会社
株式会社エムシージェイピー 東京都渋谷区

株式会社NexToneシステムズ 東京都渋谷区

株式会社レコチョク 東京都渋谷区

株式会社エッグス 東京都渋谷区
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（7）従業員の状況
企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減
308名 10名増

（注）従業員数は、就業人員数（契約社員を含む。）であります。

（8）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況
名称 出資比率 主な事業内容

株式会社エムシージェイピー 100.0％ 音楽出版社向けサービス

株式会社NexToneシステムズ 100.0％ 著作権・原盤管理システムの開発・提供、
システムの構築・運用・管理 等

株式会社レコチョク 51.7% 音楽配信サービスの企画・運営、コンテンツ・サー
ビスの企画・運営 等

株式会社エッグス 51.7% インディーズアーティスト活動支援 等

（注）株式会社エッグスの株式は、株式会社レコチョクを通じての間接所有となっております。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 30,000,000株
（2）発行済株式の総数 9,940,800株
（3）株主数 5,375名
（4）大株主の状況（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
株式会社アミューズ 720,000株 7.38％
株式会社フェイス 720,000株 7.38％
野村信託銀行株式会社（投信口） 462,900株 4.74％
株式会社ＪＲＣホールディングス 418,300株 4.29％
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 396,000株 4.06％
エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 371,200株 3.80％
株式会社創通 354,000株 3.63％
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 300,000株 3.07％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 254,100株 2.60％
野村證券株式会社 199,078株 2.04％

（注）持株比率は、自己株式（180,563株）を控除して計算しており、小数点以下第３位を四捨五入して表示し
ております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の
皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを
目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

当事業年度中に交付した株式報酬の状況は次のとおりです。
区分 株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 12,047株 ４ 名
（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(4)当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」

に記載のとおりであります。

2025年05月23日 01時53分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

30

３ 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４ 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役に関する事項
会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役CEO 阿 南 雅 浩 コンプライアンス担当

代表取締役COO 荒 川 祐 二 著作権事業本部管掌
株式会社NexToneシステムズ 取締役

専 務 取 締 役 名 越 禎 二
営業本部管掌
コンプライアンス委員会委員長
株式会社エムシージェイピー 代表取締役

取 締 役 渡 邊 史 弘 コーポレートサービス本部 兼 経営管理本部管掌
報酬委員会委員

取 締 役（社外） 髙 橋 信 彦 株式会社ロードアンドスカイ 代表取締役

取 締 役（社外） 阿 部 優 子 報酬委員会委員長

取 締 役（社外） 小 坂 準 記
コンプライアンス委員会委員
報酬委員会委員
弁護士
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー

常 勤 監 査 役 渡 辺 和 敏 コンプライアンス委員会副委員長

監 査 役（社外） 小 林 伸 之 コンプライアンス委員会委員
エイベックス株式会社 取締役 常勤監査等委員

監 査 役（社外） 大 嶋 敏 史 公認会計士
株式会社アミューズ 取締役

（注）１．取締役髙橋信彦氏、阿部優子氏及び小坂準記氏は、社外取締役であります。
２．監査役小林伸之氏及び大嶋敏史氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役阿部優子氏、小坂準記氏、監査役小林伸之氏及び大嶋敏史氏を、株式会社東京証券取引所が

定める独立役員として同取引所に届け出ております。
４．監査役大嶋敏史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めてお
り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっており
ます。当社と各社外取締役及び各社外監査役は、上記責任限定契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補
填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起
因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の役員（取締役、監査役、執行役員、退

任役員）と重要な使用人及び社外派遣役員であり、全ての被保険者について、その保険料を
全額当社が負担しております。なお、次回更新時には同内容の更新を行う予定であります。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2022年５月30日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として構成員の

過半数を独立社外役員とする報酬委員会における審議を経たうえで、取締役の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針を決定しております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び

決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、報酬委員会の審議を経
たうえで決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。当該
決定方針の内容は次のとおりであります。
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(ⅰ)基本方針
取締役の報酬は、以下の役員報酬ポリシーに基づき、透明性と公平性を備えた報酬体系

とすることを基本方針とする。
＜役員報酬ポリシー＞
・上場企業の役員に期待される職責に見合うものとする。
・社内外に対する説明責任を果たせる報酬内容とする。
・全社一丸となって中長期的な業績向上にコミットさせる。
・社内外からの優秀な人材の確保・登用ができる、魅力的なものとする。

常勤取締役の報酬は「固定報酬」、「短期インセンティブ」、「中長期インセンティブ」で
構成し、独立した立場から監督機能を担う社外取締役の報酬はその職務に鑑み「固定報
酬」のみとする。
また、その具体的な報酬等の額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で、取締役会

の諮問を受けた報酬委員会が審議し、当該答申を踏まえ取締役会において決定する。
なお、監査役については、独立性の観点から「固定報酬」のみとする。

(ⅱ)基本報酬（金銭報酬）の額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条
件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の「固定報酬」とし、職位を基礎として業績や他社水
準を考慮しながら当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により加算又は減算を行
い、報酬委員会で審議のうえ取締役会にて決定する。
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(ⅲ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

取締役の業績連動報酬等は、「短期インセンティブ」としての現金賞与及び「中長期イ
ンセンティブ」としての非金銭報酬を常勤取締役に支給することとする。
現金賞与については、経営陣として最終利益責任を負う指標として「親会社株主に帰属

する当期純利益」を採用し、「親会社株主に帰属する当期純利益」の一定率（５％）を賞
与原資とし、常勤取締役で利益配分することとし、毎年一定の時期に支給する。
各人の賞与の具体的配分金額は、常勤取締役各自の固定報酬に連動したポイントを付与

し、常勤取締役全員のポイント総数における個人ポイントを基に配分することとし、報酬
委員会で審議のうえ取締役会にて決定する。
また、非金銭報酬等は、中長期の業績連動として株式報酬とする。具体的には、譲渡制

限付株式報酬を付与することとし、会社の成長に向けた中長期的な取組を、中期業績計画
の計画値に対する実績値の増減を基に常勤取締役の株式報酬として反映することとする。
また、毎年一定の時期に割り当て、退任時に譲渡制限を解除する。計画値としては、本業
の儲けを表す「連結営業利益額」と、事業実態を表す「連結取扱高」を採用する。
各人の株式報酬額は、固定報酬の月額に職位に応じた職位係数を乗じて算出する職位別

の基準額に、中期業績計画における「連結営業利益額」と「連結取扱高」の計画達成度を
基にポイントを算出し決定した係数を乗じた額とし、報酬委員会で審議のうえ取締役会に
て決定する。

(ⅳ)基本報酬（金銭報酬）の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人
別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

常勤取締役の種類別の報酬割合については、「固定報酬」は一定とし、「短期インセンテ
ィブ」や「中長期インセンティブ」に上下幅を設け業績に連動させることで、企業価値の
持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となるように報酬委員会で審議のうえ
取締役会にて決定する。
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(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
「固定報酬」（基本報酬）、「短期インセンティブ」（賞与）、「中長期インセンティブ」

（株式報酬）の個人別支給額については、取締役会で定める役員報酬規程に基づき、取締
役会の諮問を受けた報酬委員会にて審議のうえ、当該答申を踏まえ取締役会にて決定す
る。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第18期定時株主総会にて年額200百万

円以内と決議されており、決議当時の対象取締役は６名であります。
上記の報酬とは別枠で、2019年２月22日開催の臨時株主総会において、業績向上及び企

業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、取締役（社外取締役を除く。）
に対し、ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議されており、決議当
時の対象取締役は４名であります。
上記各報酬とは別枠で、2022年６月28日開催の第22期定時株主総会において、株価変

動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献
意欲を従来以上に高めることを目的として、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制
限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内、割り当てる普通株
式の総数を年20,000株以内と決議されており、決議当時の対象取締役（社外取締役を除
く。）は４名であります。
監査役の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第18期定時株主総会にて年額40百万円

以内と決議されており、決議当時の対象監査役は３名であります。
なお、監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役にて

協議して決定しております。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
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④取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)

固定報酬 業績連動報酬等

基本報酬 金銭報酬等 非金銭報酬等

取締役
(うち社外取締役)

167
(16)

117
(16)

34
(−)

15
(−) ７(３)

監査役
(うち社外監査役)

19
(6)

19
(6) − − ３(２)

（注）1．業績連動報酬等の金銭報酬として、取締役（社外取締役を除く。）に対して「短期インセンティブ」と
しての賞与を支給しており、取締役（社外取締役を除く。）の上記金銭報酬等の総額には、当事業年度
に係る役員賞与引当金繰入額を含めて記載しております。
賞与の算定の基礎として選定した業績指標の内容は親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該業
績指標を選定した理由及び業績連動報酬等の額の算定方法は、「4.(4)①取締役の個人別の報酬等の内
容に係る決定方針に関する事項」に記載のとおりであります。
2025年３月期における親会社株主に帰属する当期純利益の実績は692百万円であります。

2．業績連動報酬等の非金銭報酬として、取締役（社外取締役を除く。）に対して「中長期インセンティ
ブ」としての譲渡制限付株式報酬を支給しております。
譲渡制限付株式報酬の算定の基礎として選定した業績指標の内容は連結営業利益及び連結取扱高であ
り、当該業績指標を選定した理由及び業績連動報酬等の額の算定方法は、「4.(4)①取締役の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載のとおりであります。
2025年３月期における連結営業利益の実績は1,005百万円であり、連結取扱高の実績は36,488百万
円であります。
なお、その交付状況は「2.(5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」
に記載のとおりであります。
また、上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
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（5）社外役員に関する事項
①社外取締役の重要な兼職先及び当社との関係
氏 名 重要な兼職先 当社との関係

髙 橋 信 彦 株式会社ロードアンドスカイ 代表取締役
株式会社ロードアンドスカイは当社の取
引先でありますが、主要取引先には該当
いたしません。

阿 部 優 子 ― ―

小 坂 準 記 弁護士
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー 特別な関係はありません。

②社外監査役の重要な兼職先及び当社との関係
氏 名 重要な兼職先 当社との関係

小 林 伸 之 エイベックス株式会社 取締役 常勤監査等
委員

エイベックス株式会社はエイベックス・
ミュージック・パブリッシング株式会社
（以下、「AMP」）の100％親会社であ
り、AMPは当社株式を2025年3月31日
時点で3.80％保有する株主であります
が、当社の主要株主には該当いたしませ
ん。また、AMPは当社の取引先であり
ますが、直近事業年度におけるAMPと
の取引額は、当社の連結売上高及びエイ
ベックス・グループの連結売上高の双方
からみて１％未満と僅少であり、独立性
に影響を及ぼすような重要性はありませ
ん。

大 嶋 敏 史 公認会計士
株式会社アミューズ 取締役

株式会社アミューズが保有する当社の株
式は2025年3月31日時点で7.38％と、
当社の主要株主には該当いたしません。
また、直近事業年度における取引額は、
当社の連結売上高及び同社の連結売上高
の双方からみて１％未満と僅少であり、
独立性に影響を及ぼすような重要性はあ
りません。
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③当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 髙 橋 信 彦

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、独立した立場
で当社グループの経営全体を俯瞰し、課題やリスクを把握したうえで
の助言・提言等、議案・審議等につき意思決定の適正性を確保するた
めに必要な発言を適宜行いました。長年の音楽業界における豊富な経
験及び知見を当社の経営とガバナンスの強化に活かし、企業価値向上
と経営陣の監督に努めております。

社外取締役 阿 部 優 子

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、独立した立場
で議案・審議等につき必要な発言を適宜行いました。行政機関におけ
る幅広い経験及び知見を当社の経営とガバナンスの強化に活かし、経
営陣の監督に努めております。また、報酬委員会の委員長を務め、委
員会に出席し審議の充実等に重要な役割を果たす等、独立した客観的
立場から、会社の公正性・透明性を高めるため、積極的に発言を行っ
ております。

社外取締役 小 坂 準 記

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、独立した立場
で議案・審議等につき必要な発言を適宜行いました。弁護士として著
作権法等に関する豊富な経験及び知見を当社の経営とガバナンスの強
化に活かし、経営陣の監督に努めております。また、コンプライアン
ス委員会及び報酬委員会の委員を務め、委員会に出席し審議の充実等
に重要な役割を果たす等、独立した客観的立場から、会社の公正性・
透明性を高めるため、積極的に発言を行っております。

社外監査役 小 林 伸 之

当事業年度に開催された取締役会13回全て及び監査役会12回全てに
出席し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行いました。他社にお
ける監査役としての豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を
監視・監査しております。また、コンプライアンス委員会の委員を務
め、委員会に出席し審議の充実等に重要な役割を果たす等、独立した
客観的立場から、会社の内部管理体制の強化及び監督に努めておりま
す。

社外監査役 大 嶋 敏 史

当事業年度に開催された取締役会13回中12回、及び監査役会12回中
11回に出席し、議案・審議等につき必要な発言を適宜行いました。
公認会計士であり、他社における取締役としての財務・会計をはじめ
とする豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監視・監査し
ております。
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５ 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社が支払うべき報酬等の額 35百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人に対する報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積額が適切であるかを検討した結果、会計監
査人の報酬等の額について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議
案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認

められる場合には、監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任いたします。この
場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６ 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況に関する事項
当社は、会社法及び会社法施行規則が定める内部統制基本方針並びに内部統制システムに係

る各種体制等に基づき、次のとおり、当社及び当社の子会社（以下総称する場合は「当社グル
ープ」という）の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という）の整備を行ってお
ります。

（1）当社グループの取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を
行うべき者その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という）の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社の代表取締役CEOが、法令・定款及び社会倫理の遵守（以下「コンプライアンス」
という）を企業活動の前提とすることを明確にし、それを継続的に役職員に伝えること
を徹底します。

② 当社の代表取締役CEOは、社内規則に基づき、コンプライアンス体制の整備及び問題
点の把握と解決に努めます。

③ 当社は、当社グループ全体のコンプライアンス問題の一元的な管理の一環として、コン
プライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会にて、当社グループのコンプラ
イアンス上の重要な問題を調査・審議し、処分や再発防止策に関する諮問及び提言を経
営会議に行います。それを踏まえて経営会議にて、内容を吟味し再発防止策を実施する
ことで、問題の解決を図ります。また、コンプライアンス委員会はコンプライアンス施
策を実施し、コンプライアンス意識の醸成を図ります。

④ 取締役及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかに経営会議
に報告するとともに、必要に応じてコンプライアンス委員会を開催し、コンプライアン
ス上の重要な問題を調査・審議し、処分や再発防止策に関する諮問及び提言を経営会議
に行います。報告を受けた経営会議は、その内容を調査し、再発防止策を実施のうえ、
必要に応じて取締役会に報告します。

⑤ 暴力団排除条例等の法令に基づき、反社会的勢力・団体との関係は一切持たないことを
基本方針とし、いかなる不当要求や働きかけに対しても組織として毅然とした対応を取
ることとします。

⑥ 財務報告に係る内部統制の整備・構築を推進し、財務報告の信頼性を確保します。
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（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 社内規則に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下総称して
「文書等」という）に記録し、保存します。

② 取締役及び監査役は常時、前項の文書等を閲覧できるものとします。

（3）当社グループの損失の危険の管理に関する体制
① 代表取締役CEOは、当社グループ全体のリスクを網羅的かつ統括的に管理するリスク

管理体制を明確化します。
② 前項のリスク管理体制の下、リスクの重要性及び事業の特性等に応じてリスクの特定・

評価を行い、対応策を整備します。またリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切な対
応を講じることができる体制を構築します。

（4）当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 職務権限規程により当社グループの職務権限及び意思決定ルールを明確化することによ

り、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を整備します。
② 当社の取締役会において業績目標と予算を設定し、ITを活用して業績管理を行います。

また、効率的な人的資源の配分を行います。

（5）当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、内部統制システムの構築を目指すとともに、当社グループ各社間での内部統制

に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む
体制を構築します。

② 当社の代表取締役CEOは、当社の内部統制に関する責任者として、当社グループの業
務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。

③ 当社は、事業計画の進達状況等を取締役会において定期的に報告し、業務の適正と情報
共有化を促進します。
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（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項並びに当該使用人の取締
役からの独立性に関する事項

① 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求める時は、取締役と協議のうえ、専
属の職員を配置するものとします。監査役の職務を補助する当該職員は、当該補助に関
して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、当該職員は、定期に又は必要に応じて
監査役に報告を行い、また意見・情報交換を行うものとします。

② 当該職員の人選、異動及び懲戒処分については、監査役の意見を徴するものとします。

（7）当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制

① 役職員は、重大な法令・定款違反又はコンプライアンス違反等により、当社グループに
著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、又はその事実の報告を受けた場
合、遅滞なく監査役に報告しなければならないこととします。

② 役職員は、監査役の求めに応じて会議の場を設け、職務の執行状況報告他、必要な報告
及び情報交換を行います。

（8）監査役に重大な法令・定款違反又はコンプライアンス違反等により、当社グループ各社に
著しい損害を及ぼすおそれのある事実を報告した者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 当社グループ各社の役職員が監査役に報告を行った場合、報告を理由として、解雇、降
格、減給等いかなる不利益取扱いも行わないものとします。

（9）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

① 監査役の職務の執行に関する取引における、費用の前払の請求、支出した費用の請求、
負担した債務の債権者に対する弁済の請求（当該請求に係る費用又は債務が当該監査役
の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除く）について、それに応じます。
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(10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役会他、重要な会議に出席し、意見を述べることができます。
② 監査役は、定期に又は必要に応じて会計監査人の報告を受けます。また意見・情報交換

を行うことができます。
③ 監査役は必要に応じて、外部の専門家に助言を求めることができます。
④ 監査役は、随時、社内の情報システムの情報を閲覧することができます。

＜上記体制の運用状況＞
ⅰ 「取締役会規則」「職務権限規程」等を整備し、全ての取締役、使用人が法令、定款、社

内規程等に違反する行為を未然に防止しております。
ⅱ 取締役会は原則として月に一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法

令や定款に定める事項、業務執行に関する決議を行っております。
ⅲ 職務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」により、各組織の責任と

権限を明確化し、組織的かつ効率的な運営を図っております。
ⅳ グループとしての総合的な発展を図るため、子会社の経営基本事項に関する助言及び指

導等を行っております。
ⅴ 監査役は取締役会や重要な会議体に出席しております。

また、内部監査室及び会計監査人からの報告を受けております。
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連結貸借対照表（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

仕掛品

貯蔵品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

工具、器具及び備品

無形固定資産

のれん

顧客関連資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

繰延税金資産

差入保証金

その他

12,272

9,629

1,744

12

0

886

△1

2,559

232

191

41

1,789

13

239

1,397

139

537

235

258

43

資産合計 14,831

科 目 金 額

負債の部
流動負債 8,570
支払手形及び買掛金 3,436

未払金 4,336

未払法人税等 310

賞与引当金 245

役員賞与引当金 35

その他 206

固定負債 545
長期未払金 283

退職給付に係る負債 67

その他 195

負債合計 9,116
純資産の部
株主資本 4,760
資本金 1,218

資本剰余金 758

利益剰余金 3,072

自己株式 △288

その他の包括利益累計額 △2
その他有価証券評価差額金 △2

非支配株主持分 956
純資産合計 5,715
負債・純資産合計 14,831

2025年05月23日 01時53分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



連結計算書類

44

連結損益計算書（自2024年４月１日 至2025年３月31日）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 19,412
売上原価 14,584
売上総利益 4,827

販売費及び一般管理費 3,822
営業利益 1,005

営業外収益
受取利息 5
受取配当金 1
還付加算金 0
保険解約返戻金 15
プリペイドカード失効益 3
その他 2 29

営業外費用
為替差損 3
固定資産除却損 0
暗号資産評価損 1
その他 1 6
経常利益 1,028

特別利益
投資有価証券売却益 26
移転補償金 221
その他 0 247

特別損失
減損損失 247
固定資産除却損 34
固定資産圧縮損 92
投資有価証券評価損 5 380
税金等調整前当期純利益 895
法人税、住民税及び事業税 421
法人税等調整額 △73 347
当期純利益 547
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △145
親会社株主に帰属する当期純利益 692
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連結株主資本等変動計算書 （自2024年４月１日 至2025年３月31日）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,218 761 2,380 △308 4,052
当期変動額
親会社株主に帰属する
当期純利益 692 692

自己株式の処分 △2 19 16
株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） −

当期変動額合計 − △2 692 19 708
当期末残高 1,218 758 3,072 △288 4,760

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 △0 △0 1,103 5,155
当期変動額
親会社株主に帰属する
当期純利益 692

自己株式の処分 16
株主資本以外の項目の当
期変動額（純額) △1 △1 △146 △148

当期変動額合計 △1 △1 △146 560
当期末残高 △2 △2 956 5,715
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称
株式会社NexToneシステムズ
株式会社エムシージェイピー
株式会社レコチョク
株式会社エッグス

２．会計方針に関する事項
（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以
外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産

貯蔵品 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切り下げの方法により算定）
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（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、建物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3年 〜 ５年
工具、器具及び備品 3年 〜 15年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん 10年
顧客関連資産 5 年
ソフトウェア（自社利用）３年 〜 10年（社内における利用可能期間）

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
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（４）収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履
行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりであります。

① 著作権管理事業
著作権者からの委任に基づいて、利用者への許諾の取次及び使用料を徴収する事業を行

っております。管理委託契約約款に基づき、取次による音楽著作物の管理業務を行う義務
があり、主に使用料を徴収した時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充
足した時点で収益を認識しております。

② デジタルコンテンツディストリビューション（DD）事業
音楽コンテンツ（音源や映像）を国内外の音楽配信サービス事業者へ販売・流通（コン

テンツディストリビューション）する事業を行っております。原盤使用許諾契約に基づ
き、音源データの納品等を行う義務があり、利用者から原盤使用実績報告を受けた時点で
履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しておりま
す。
取引の対価は、配信実績報告から概ね2か月以内に受領しており、当該顧客との契約に

基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
③ 音楽配信事業

音楽コンテンツ（音源や映像等）を国内の個人及び法人向けに定額制サービス並びに従
量料金制サービスにより提供する事業を行っております。
利用規約に基づき、音楽コンテンツを提供等を行う義務があり、利用者が音楽配信サー

ビスを利用した時点（定額制サービスは月額契約期間到来時、従量料金制サービスは音楽
コンテンツ利用時）で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収
益を認識しております。
取引の対価は、音楽コンテンツの提供から概ね２か月以内に受領しており、当該顧客と

の契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
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（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社では、従業員の退職給付に備えるため、確定給付企業年金制
度及び確定拠出企業年金制度を導入しております。
ⅰ 確定給付企業年金制度の退職給付債務の算定方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
ⅱ 確定拠出企業年金制度の拠出における会計処理方法
連結会計年度における確定拠出企業年金制度に基づく要拠出額をもって費用処理してお

ります。
② 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。

③ その他
ⅰ 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
ⅱ 記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。
ⅲ 記載金額が「−」は該当金額がないことを示しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．顧客関連資産の評価
（１）当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した額

（単位：百万円）

科目 当連結会計年度
顧客関連資産 239

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
顧客関連資産は、買収時点の音楽配信事業の主力サービスである「dヒッツ」の運営から生

じる将来キャッシュ・フローを源泉とし、超過収益法に基づくインカム・アプローチにより測
定しております。
株式会社レコチョクの株式取得による企業結合時の取得価格のうち、顧客関連資産に配分さ

れた金額が相対的に多額であったことから、減損損失の兆候を識別しており、事業計画を基礎
とした割引前将来キャッシュ・フローの見積り総額と帳簿価額を比較した結果、当該割引前将
来キャッシュ・フローの見積り総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識しておりませ
ん。
この割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者によって承認された事業計画を基礎

とし、将来収益の予測に重要な影響を与える音楽配信事業の主力サービスである「dヒッツ」
の会員数の推移予測等の重要な仮定が用いられております。
このような重要な仮定は、経営者による最善の見積りによって行っていますが、将来の市場

環境等の変化により重要な仮定の見直しが行われる場合には、翌連結会計年度において、減損
損失を認識する可能性があります。
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２．有形固定資産及び無形固定資産の評価
（１）当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

（単位：百万円）

科目 当連結会計年度
建物及び構築物 191
工具、器具及び備品 41
のれん 13
ソフトウェア 1,397
その他 139
有形固定資産及び無形固定資産
の合計額 1,781
(注)「１.顧客関連資産の評価 （１）当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した額」を除く。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、事業用資産については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フロー

から概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。
減損損失の兆候があると判断した場合は、事業計画を基礎とした割引前将来キャッシュ・フロ
ーの見積り総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識しております。
この割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者によって承認された事業計画を基礎

とし、将来収益の予測に重要な影響を与える新規権利者や作品の獲得の見込み等の重要な仮定
が用いられております。
このような重要な仮定は、経営者による最善の見積りによって行っていますが、将来の市場

環境等の変化により重要な仮定の見直しが行われる場合には、翌連結会計年度において、減損
損失を認識する可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 95百万円

２．移転補償金受入れによる有形固定資産の圧縮記帳額は92百万円であり、取得価額より減額
しております。

（連結損益計算書に関する注記）
特別損益
1．投資有価証券売却益
当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社レコチョクが保有する政策保有

株式1銘柄について、売却したものであります。

２．移転補償金、固定資産圧縮損及び固定資産除却損
当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社レコチョクにおいてオフィス近

隣再開発による本社移転における補償金を特別利益に計上するとともに、当該本社移転に伴い
取得した固定資産の取得原価から直接減額した額を特別損失に計上しております。また、移転
に伴い不要になった固定資産の処分費用を固定資産除却損に計上しております。

３．減損損失
以下の資産グループについて減損損失を計上しています。

場所 用途 種類 減損損失

東京都渋谷区 事業用資産 ソフトウェア 247百万円

減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独
立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。
当連結会計年度では、収益性が著しく低下した固定資産グループ等については割引前将来キ

ャッシュ・フローの見積り総額が帳簿価額を下回ると判断したため、帳簿価額の全額を減損損
失として計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 9,940,800株

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社及び連結子会社は、資金計画に基づき必要な資金は新株の発行により調達しておりま
す。また、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方
針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに未払法人税等は、１年以内の支払期日

であり、流動性リスク（期日に支払いを実行できないリスク）に晒されております。
差入保証金は、主としてオフィスに係る入居保証金であり、期日及び残高を管理しており

ます。
長期未払金は、主に役員退職慰労金の打ち切り支給に係る債務であり、当該役員の退任時

に支給する予定であります。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の債務不履行等に関するリスク）の管理

当社及び連結子会社は、与信管理規程に基づき、営業債権について、取引先の信用状況
等を把握するとともに、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制をとっておりま
す。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社及び連結子会社は、月次で資金繰計画を作成する等の方法により流動性リスクを管

理する体制をとっております。

2025年05月23日 01時53分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



連結計算書類

54

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表
計上額 時価 差額

差入保証金 258 250 △７
（注）１．「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」

については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。また、重要性が乏しいものについても注記を省略しております。

２．長期未払金（連結貸借対照表計上額283百万円）は、各役員の退任時期が特定されておらず、市場価
格がないため、上記表には含めておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内容等に関する事項
金融商品の時価を、時価算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格によ
り算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
差入保証金 − 250 − 250
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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差入保証金
差入保証金の時価は、その将来キャッシュフローと国債利回り等を基に割引現在価値法により算定して
おりレベル２の時価に分類しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 487円57銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 70円96銭

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、著作権管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション（DD）事業、音楽
配信事業を営んでおり、各事業の収益を分解した情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
報告セグメント その他

(注)１ 合計著作権管理
事業 DD事業 音楽配信

事業 計

日本 1,366 2,503 7,585 11,455 1,031 12,486
米国 − 5,793 − 5,793 − 5,793
その他 − 1,132 − 1,132 − 1,132
顧客との契約
から生じる収益 1,366 9,429 7,585 18,381 1,031 19,412
外部顧客への
売上高(注)２ 1,366 9,429 7,585 18,381 1,031 19,412
（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャスティング事業、シス

テム開発・保守運用事業、ソリューション事業、エージェント事業等を含んでおります。
２.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「収益及び費用の
計上基準」に記載のとおりであります。
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（企業結合に関する注記）
企業結合に係る暫定的な処理の確定

2023年９月28日に行った株式会社レコチョクとの企業結合について前連結会計年度にお
いて暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されて

おります。この結果、暫定的に算定されたのれんの金額262百万円は、会計処理の確定によ
り262百万円減少し、顧客関連資産が342百万円、繰延税金負債が80百万円それぞれ増加
しております。また、前連結会計年度末の連結貸借対照表において、のれんが236百万円減
少し、顧客関連資産が308百万円、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債が72百万円
それぞれ増加しております。

（その他の注記）
金額の表示単位の変更
当連結会計年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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貸借対照表（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額

資産の部
流動資産 7,281
現金及び預金 6,173

売掛金

前渡金

前払費用

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

工具、器具及び備品

無形固定資産

のれん

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

関係会社株式

繰延税金資産

差入保証金

その他

426

171

42

469

△0

2,977

92

64

27

1,000

13

985

1

1,884

1,580

190

113

0

資産合計 10,259

科 目 金 額

負債の部
流動負債 5,033
買掛金 1,071
未払金 3,504
未払費用 26
未払法人税等 286
賞与引当金 80
役員賞与引当金 35
その他 29

固定負債 322
長期未払金 257
退職給付引当金 64

負債合計 5,356
純資産の部
株主資本 4,903
資本金 1,218
資本剰余金 758
資本準備金 755
その他資本剰余金 3

利益剰余金 3,214
その他利益剰余金 3,214
繰越利益剰余金 3,214

自己株式 △288
純資産合計 4,903
負債・純資産合計 10,259

2025年05月23日 01時53分 $FOLDER; 57ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



計算書類

58

損益計算書（自2024年４月１日 至2025年３月31日）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 10,873

売上原価 7,847

売上総利益 3,025

販売費及び一般管理費 1,785

営業利益 1,240

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 0

助成金収入 0

その他 0 6

営業外費用

為替差損 1

その他 0 2

経常利益 1,244

税引前当期純利益 1,244

法人税、住民税及び事業税 399

法人税等調整額 △28 371

当期純利益 873
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株主資本等変動計算書 （自2024年４月１日 至2025年３月31日）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,218 755 6 761 2,341 2,341

当期変動額

当期純利益 873 873

自己株式の処分 △2 △2

当期変動額合計 − − △2 △2 873 873

当期末残高 1,218 755 3 758 3,214 3,214

株主資本
純資産合計

自己株式 株主資本合計

当期首残高 △308 4,013 4,013

当期変動額

当期純利益 873 873

自己株式の処分 19 16 16

当期変動額合計 19 889 889

当期末残高 △288 4,903 4,903
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

（２）棚卸資産
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切り下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、建物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5 年
工具、器具及び備品 5年 〜 15年

（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん 10年
ソフトウェア（自社利用） ５年 〜 10年（社内における利用可能期間）

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
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（２）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（３）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（４）退職給付引当金
当社では、従業員の退職給付に備えるため、確定給付企業年金制度及び確定拠出企業年金

制度を導入しております。
① 確定給付企業年金制度の退職給付債務の算定方法

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

② 確定拠出企業年金制度の拠出における会計処理方法
事業年度における確定拠出企業年金制度に基づく要拠出額をもって費用処理しておりま

す。
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４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（１）著作権管理事業

著作権者からの委任に基づいて、利用者への許諾の取次及び使用料を徴収する事業を行っ
ております。管理委託契約約款に基づき、取次による音楽著作物の管理業務を行う義務があ
り、主に使用料を徴収した時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した
時点で収益を認識しております。

（２）デジタルコンテンツディストリビューション（DD）事業
音楽コンテンツ（音源や映像）を国内外の音楽配信サービス事業者へ販売・流通（コンテ

ンツディストリビューション）する事業を行っております。原盤使用許諾契約に基づき、音
源データの納品等を行う義務があり、利用者から原盤使用実績報告を受けた時点で履行義務
が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
取引の対価は、配信実績報告から概ね2か月以内に受領しており、当該顧客との契約に基

づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。

（２）その他
① 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
② 記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。
③ 記載金額が「−」は該当金額がないことを示しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．関係会社株式の評価
（１）当事業年度の貸借対照表に計上した額

（単位：百万円）
科目 当事業年度

関係会社株式 1,580

（注）株式会社レコチョクに対する関係会社株式は、1,550百万円であります。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式は、対象会社の純資産を基礎として算定された実質価額が帳

簿価額に比べて著しく低下した場合、将来の事業計画等により回収可能性が裏付けられる場
合を除き減損処理を行うこととしております。
関係会社株式のうち、主な割合を占める株式会社レコチョクの帳簿価額と実質価額を比較

した結果、実質価額が帳簿価額に比べて著しく低下していないため、評価損を認識しており
ません。
この回収可能性の評価の見積りは、経営者によって承認された事業計画を基礎とし、将来

収益の予測に重要な影響を与える株式会社レコチョクの新規サービスを通じた新規顧客の獲
得等の重要な仮定が用いられております。
このような重要な仮定は、経営者による最善の見積りによって行っていますが、将来市場

環境等の変化により重要な仮定の見直しが行われる場合には、翌事業年度において、関係会
社株式評価損を認識する可能性があります。
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２．有形固定資産及び無形固定資産の評価
（１）当事業年度の貸借対照表に計上した金額

（単位：百万円）
科目 当事業年度

建物 64
工具、器具及び備品 27
のれん 13
ソフトウェア 985
その他 1
有形固定資産及び無形固定資産
の合計額 1,093

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に記載した内容と同一であ

ります。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 58百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 211百万円
短期金銭債務 116百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 229百万円
販売費及び一般管理費 105百万円

営業取引以外の取引による取引高 281百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 180,563株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
長期未払金 80百万円
株式報酬費用 10百万円
退職給付引当金 20百万円
役員賞与引当金 9百万円
賞与引当金 24百万円
未払事業税 16百万円
その他 29百万円

繰延税金資産小計 190百万円
評価性引当額 ー百万円

繰延税金資産合計 190百万円

繰延税金負債 ー百万円
繰延税金負債合計 ー百万円
繰延税金資産の純額 190百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 ㈱NexTone
システムズ

東京都
渋谷区 10

システム
の開発・
提供・支援

100.0 システム開発
運営委託

ソフトウェア
の開発
(注1)

268

前渡金 147

未払金 20

システム運営
費（注1） 102 未払金 3

子会社 ㈱エムシー
ジェイピー

東京都
渋谷区 10 著作権の

管理等 100.0

著作権管理
の受託

著作権料の分
配
(注2)(注3)

679 未払金 89

原盤管理の
受託

原盤使用料の
分配
(注2)

161 買掛金 1

子会社
㈱レコチョ
ク

東京都
渋谷区 170 音楽配信サ

ービス 51.7

著作権使用
料の許諾

著作権料の徴
収
(注2)(注3)

66 未 収 入
金 ー

音楽配信サ
ービスの委
託

原盤使用料の
徴収
(注2)

163 売掛金 35

システム開発
運営委託

ソフトウェア
の開発
(注1)

13 未払金 1

システム運営
費（注1） 1 未払金 ー

コンサルテ
ィング委託

支払手数料
（注1） 1 未払金 ０

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．提示された見積価格の妥当性を検討、価格交渉のうえ決定しております。

２．当社の約款・規程等に基づき決定しております。
３．損益計算書上、著作権利用料の徴収額から分配額を控除した純額を、売上高として計上しておりま

す。よって、当該著作権使用料の分配額は損益計算書上には含まれておりません。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 502円35銭
１株当たり当期純利益 89円50銭

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表（収益

認識に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（その他の注記）
金額の表示単位の変更
当事業年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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会計監査人の監査報告書 （連結）

独立監査人の監査報告書
2025年5月19日

株 式 会 社 Ｎ ｅ ｘ Ｔ ｏ ｎ ｅ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 健 司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 康 二

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ＮｅｘＴｏｎｅの2024年4月1日から2025

年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社ＮｅｘＴｏｎｅ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年5月19日

株 式 会 社 Ｎ ｅ ｘ Ｔ ｏ ｎ ｅ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 田 健 司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 康 二

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ＮｅｘＴｏｎｅの2024年4月1日から

2025年3月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。
１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査の計画等に従い、取締
役、内部監査室及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしま
した。 また、子会社については、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制（内部統制システム）について、取締役、
内部監査室及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書 並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２． 監査の結果
（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３） 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月20日
株式会社 ＮｅｘＴｏｎｅ 監査役会
常勤監査役 渡 辺 和 敏 ㊞
社外監査役 小 林 伸 之 ㊞
社外監査役 大 嶋 敏 史 ㊞

以 上
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終点右手のエスカレーターで
地下にお降りください。
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エスカレーターで恵比寿
ガーデンプレイスタワー１Fへ

A
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動く歩道
（恵比寿スカイウォーク）
をご利用ください。

会場は「ガーデンルーム」です。
「ガーデンホール」とは異なりますのでご注意ください。

株主総会会場ご案内図
東京都目黒区三田一丁目13番２号

恵比寿ガーデンプレイス内 ザ・ガーデンルーム

会場への交通機関
▪ Ｊ Ｒ：山手線・埼京線 恵比寿駅東口から徒歩約10分

東口改札出口を右折してから「恵比寿スカイウォーク（動く歩道）」をご利用ください。

▪ 地下鉄：日比谷線 恵比寿駅 １番出口から徒歩約15分
１番出口正面の「atré恵比寿」ビルエスカレーターで３階に上り、JR恵比寿駅東口前を通過してから
「恵比寿スカイウォーク（動く歩道）」をご利用ください。

◎雨天の場合は、屋根付きの「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）終点から上記ご案内図中で点線で示した
地下道（地下プロムナード）を経由することにより、傘などを使用せずにご来場いただくことができます。
駐車場のご用意をいたしておりませんので、公共交通機関をご利用ください。
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